
まとめ コンパクトシティ推進とウィズコロナの展望ー人口減少時代の都市の持続可能性とは－

立地適正化計画＝コンパクトシティの実行手段
課題：郊外の土地利用制度とセットで考える必要がある

（→3411緩和の廃止、特定用途制限地域の活用）
非集約エリアの拠点はどう考え、どう対応する？
広すぎない居住誘導地域の設定
（北九州市47%、舞鶴市7%）
2020特措法改正＝災害危険区域の扱い・対応

都市の課題
〇コンパクトシティ
〇災害
〇財政(インフラコスト）⇔持続性（利便性）

逆線引き
北九州市：災害危険区域を外す
→市による財政的支援（既存）
①住宅移転(除去および代替住宅建設資金利子相当額)
②老朽空き家除去費用

→住民 コミュニティの重要性
継続居住、跡地の利用等不安を抱えている

舞鶴市：
現状のまちとマッチング＝市街化区域のコンパクト化

用途地域の変更
課題：区域区分＝県決定／建物除去費用

中山間地域の持続性
下条村：スリムなインフラ/住民によるインフラ整備

人材育成・コミュニティ醸成
→住民によるエリアマネジメント

課題：高齢化による労働力不足→広域的対応・移住者

Afterコロナの影響
対応がこれまでの延長線上 まちづくりは長期戦
コンパクトシティ／ウォーカブルなまちづくり／
グリーンインフラ／自立的生活圏
◎リアル空間の必要性＝機能の集積の必要性
・オフィス空間は交流に重きを置く機能にシフト
・余暇は実体験や交流の場
◎多様なニーズに対応する柔軟性
◎住宅地周辺の空間の質
◎密を避ける交通システム
→公共交通のスマート化(Mass等）

◎災害時に迅速に対応可のバッファー機能
→自立的な生活圏の構築（ゆとり空間が避難地に）

対応に新たな視点が必要なもの
自動車交通の増加
郊外移転の需要が高まりつつある
→調整区域や都市計画区域外は？
商業地域の見直し
地方創生(中山間地域)の切り札は観光→居住へシフト？


